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2024 年12月30日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 メ ド レ ッ ク ス 

代 表 者 名  代 表 取 締 役 社 長    松 村 米 浩 

（コード番号：4586 東証グロース） 

問 合 せ 先  取 締 役 経 営 管 理 部 長  藤 岡 健 

（TEL. 03-3664-9665） 

 

第三者割当により発行された第29回新株予約権（行使価額修正条項付）の 

行使期間満了、月間行使状況及び資金使途の変更に関するお知らせ 

 

当社が2024年２月５日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第29回新株予約権（以下「本新株予約権」と

いいます。）の行使期間が2024年12月 30日をもちまして満了いたしましたので、以下のとおりお知らせいた

します。また、2024年 12月における月間行使状況及び資金使途の変更についても併せてお知らせ致します。 

 

１． 銘柄名 株式会社メドレックス第29回新株予約権 

２． 月初からの交付株式数 150,000株 

３． 

月初から行使された新株予約権

の数及び新株予約権の発行総数

に対する行使比率 

1,500 個 

（発行総数40,000個に対する割合：3.75％） 

４． 
前月末時点における未行使新株

予約権数 
6,000 個（600,000株） 

５． 
消滅する新株予約権数 

及び消滅日（※１） 

4,500 個（450,000株） 

2024 年12月30日 

６． 消滅後に残存する新株予約権数 0個（0株） 

※ １． 未行使の新株予約権については、行使期間満了（2024 年12月30日）をもって会社法第287条の規定

により消滅いたしました。 

 ２． 発行総数に対する割合は、小数点第３位を四捨五入しております。 

 

７．月初からの行使状況 

行使日 
交付株式数 行使価額 

（円） 

行使された新株予

約権の個数（個） 新株（株） 移転自己株式（株） 

12月 ２日（月） 150,000 ― 93 1,500 

12月 ３日（火） ― ― 93 ― 

12月 ４日（水） ― ― 93 ― 

12月 ５日（木） ― ― 93 ― 

12月 ６日（金） ― ― 93 ― 

12月 ９日（月） ― ― 93 ― 

12月 10日（火） ― ― 93 ― 

12月 11日（水） ― ― 93 ― 

12月 12日（木） ― ― 93 ― 

12月 13日（金） ― ― 93 ― 

12月 16日（月） ― ― 93 ― 
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12月 17日（火） ― ― 93 ― 

12月 18日（水） ― ― 93 ― 

12月 19日（木） ― ― 93 ― 

12月 20日（金） ― ― 93 ― 

12月 23日（月） ― ― 93 ― 

12月 24日（火） ― ― 93 ― 

12月 25日（水） ― ― 93 ― 

12月 26日（木） ― ― 93 ― 

12月 27日（金） ― ― 93 ― 

12月 30日（月） ― ― 93 ― 

 

８．行使制限に関する状況（上場規程第434条に基づく行使制限の遵守状況） 

① すべての回号を合算した交

付株式数 

② 発行の払込時点における上

場株式数 

③ 行使制限に係る行使比率

（①/②） 

150,000株 38,365,100株 0.39％ 

※行使制限に係る行使比率は、小数点第３位を四捨五入しております。 

 

９．本新株予約権の概要 

(1) 本新株予約権の名称 株式会社メドレックス第29回新株予約権 

(2) 発行した本新株予約権の数 40,000個 

(3) 本新株予約権の行使数 35,500個 

(4)  本新株予約権の消滅数 4,500 個 

(5) 本新株予約権の残存数 0個 

(6) 資金調達の額 399百万円（差引手取概算額） 

(7) 本新株予約権の割当先 EVO FUND 

(8) 本新株予約権の発行日 2024 年２月５日 

 

10．2024年12月30日現在の発行済株式総数及び資本金の額 

(1) 発行済株式総数 47,495,100 株 

(2) 資本金の額 580百万円 

 

なお、本新株予約権の発行に関する詳細につきましては、2024 年１月12日公表の「第三者割当による第28

回及び第 29 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー・

プログラム※）の締結に関するお知らせ」及び 2024 年１月 17 日公表の「第三者割当による第 28 回及び第29

回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。 

また、本新株予約権の消滅に伴う当期の業績に与える影響は軽微であります。 
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11．資金使途の変更 

 

第29回新株予約権の発行で調達した資金の金額及び支出予定時期の変更 

 

① 変更の理由、経緯 

当社は、2024年８月９日公表の「第三者割当による行使価額修正条項付第25回、28回及び第29回新

株予約権 調達資金の支出予定時期変更に関するお知らせ」で、第29回新株予約権の支出予定時期の変

更を行っておりました。本日の第29回新株予約権消滅に伴い調達資金が確定し当初予定金額に達しな

かったため、「①製剤開発を中心とした研究開発費用及び 運転資金」の額を減少させるとともに資金支

出期間も縮小しております。 

 

② 変更の内容 

資金の金額及び予定時期の変更内容は以下の通りとなっております。 

なお、変更箇所は下線で表示しております。 

 

変更前 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① 製剤開発を中心とした研究開発費用及び

運転資金 
644 2024 年12月～2025年 12月 

② MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジン

テープ剤）の臨床第３相試験実施のため

の非臨床試験費用（後半支払部分） 

87 2026 年4月～2026年12月 

合計 731  

 

変更後 

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期 

① 製剤開発を中心とした研究開発費用及び

運転資金 
312 2024 年12月～2025年７月 

② MRX-4TZT：痙性麻痺治療薬（チザニジン

テープ剤）の臨床第３相試験実施のため

の非臨床試験費用（後半支払部分） 

87 2026 年４月～2026年12月 

合計 399  

 

③ 今後の見通し 

本件変更が当期の業績に与える影響はありません。 

 

以 上 


